
（
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
並
び
に
脱
税
及
び
租
税
回
避
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
コ
ロ
ン

ビ
ア
共
和
国
と
の
間
の
条
約
に
関
す
る
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
署
名
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
並
び

に
脱
税
及
び
租
税
回
避
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
と
の
間
の
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
言

及
す
る
と
と
も
に
、
両
政
府
間
で
到
達
し
た
次
の
了
解
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

条
約
第
三
条
１

に
関
し
、
「
公
認
の
年
金
基
金
」
に
は
、
次
の

及
び

に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
条
約
の
署
名
の
日
の

(l)

(a)

(b)

後
に
成
立
し
た
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
る
同
一
の
又
は
実
質
的
に
類
似
す
る
も
の
を
含
む
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
に
つ
い
て
は
、

(a)

法
律
第
百
号
（
千
九
百
九
十
三
年
）
及
び
こ
れ
を
修
正
し
、
又
は
代
替
す
る
規
定
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
コ
ロ
ン
ビ

(i)
ア
金
融
監
督
庁
の
監
督
を
受
け
る
年
金
退
職
金
基
金
管
理
者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
又
は
運
用
さ
れ
、
か
つ
、
政
令
第



二
千
五
百
五
十
五
号
（
二
千
十
年
）
第
二
部
に
規
定
す
る
規
則
の
適
用
を
受
け
る
義
務
的
年
金
基
金

金
融
シ
ス
テ
ム
組
織
法
第
五
部
第
六
章
に
お
い
て
規
制
さ
れ
、
か
つ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
金
融
監
督
庁
の
監
督
を
受
け
る

(ii)
団
体
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
任
意
的
年
金
基
金

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
年
金
制
度
又
は
退
職
手
当
に
関
す
る
共
済
制

(b)
度
と
し
て
設
立
さ
れ
る
年
金
基
金

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

(i)

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

(ii)

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

(iii)

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

(iv)

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

(v)

石
炭
鉱
業
年
金
基
金
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）

(vi)

確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）

(vii)

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）

(viii)



独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

(ix)

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

(x)

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）

(xi)

小
規
模
企
業
共
済
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
号
）

(xii)

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）

(xiii)
本
大
臣
は
、
前
記
の
了
解
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
政
府
に
よ
り
受
諾
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
書
簡
及
び
そ
の
旨
の
閣
下
の

返
簡
が
両
政
府
間
の
取
極
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
取
極
が
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。



本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
八
年
十
二
月
十
九
日
に
東
京
で

日
本
国
外
務
大
臣

河
野
太
郎

コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
外
務
大
臣

カ
ル
ロ
ス
・
ホ
ル
メ
ス
・
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ジ
ョ
閣
下



（
コ
ロ
ン
ビ
ア
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有

し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
大
臣
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
政
府
が
前
記
の
了
解
を
受
諾
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返

簡
が
両
政
府
間
の
取
極
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
取
極
が
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。



本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
八
年
十
二
月
十
九
日
に
東
京
で

コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
外
務
大
臣

カ
ル
ロ
ス
・
ホ
ル
メ
ス
・
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ジ
ョ

日
本
国
外
務
大
臣

河
野
太
郎
閣
下


